
教
育
委
員
会�

☎
８
９-

３
３
４
１

　
「
ひ
ろ
し
ま
教
育
の
日
」
の
関
連
事

業
と
し
て
、
広
島
県
で
は
、
11
月
１
日

（
月
）か
ら
７
日（
日
）ま
で
の
期
間
中
、

全
県
的
に
学
校
を
開
放
し
ま
す
。
開
か

れ
た
学
校
づ
く
り
を
一
層
推
進
し
、
保

護
者
や
地
域
の
方
々
に
学
校
教
育
に
対

す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
、
幼
児
児
童

生
徒
を
県
民
全
体
で
育
て
て
い
く
取
り

組
み
の
一
環
で
す
。

○
開
放
期
間

　

�

学
校
開
放
期
間
が
各
学
校
で
異
な
り

ま
す
の
で
、
各
学
校
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼  “
学
校
へ
行
こ
う
”
週
間
を
実
施
し
ま
す

○
内　
　
容

　

�

各
小
学
校
・
中
学
校
で
、
自
由
授
業

参
観
・
発
表
会
や
講
演
会
な
ど
、
各

学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
で
取
り
組

み
を
行
い
ま
す
。

　

�

地
域
・
保
護
者
の
皆
さ
ん
は
、
こ
の

機
会
に
学
校
を
訪
問
し
て
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
各
小
学
校
・
中
学
校

　
ま
た
は
教
育
課

　
学
校
教
育
係

住　

民　

課�

☎
８
９-

３
３
３
４

▼  「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ

ま
す
。《
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
》

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
本
部
か
ら

郵
送
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
10
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
今
年
は
じ
め

て
保
険
料
を
納
め
た
方
に
つ
い
て
は
、
来

年
２
月
上
旬
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
時
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
日
本
年
金
機
構
備
後
府
中
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
４
７
‐
４
１
‐
７
４
２
１

総　

務　

課�

☎
８
９-

３
３
３
０

　
広
島
県
と
広
島
県
�
費
者
団
体
連
�
�
議
会
で
は
、「
�
費
者
の
つ
ど

広
島
県
と
広
島
県
�
費
者
団
体
連
�
�
議
会
で
は
、「
�
費
者
の
つ
ど

い
２
０
１
０
」
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ん
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日　
　
時　
11
月
８
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

○
場　
　
所　
み
よ
し
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

�

（
三
次
市
十
日
市
西
６
丁
目
10
‐
45
）

○
内　
　
容

　
第
１
部
／
�
費
者
団
体
に
よ
る
活
動
報
告

　
第
２
部
／
講
演�

「
知
ら
ん
と
ア
カ
ン　
お
金
の
１
１
０
番
」

　
　
　
　
　
講
師　
い
ち
の
せ　
か
つ
み
氏
（
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
）

○
定　
　
員　
２
０
０
名

○
申
込
期
限　
11
月
５
日
（
金
）

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
広
島
県
�
費
生
活
課　
☎
０
８
２
‐
５
１
３
‐
２
７
３
０

広
島
県
�
費
生
活
課　
☎
０
８
２
‐
５
１
３
‐
２
７
３
０

　
☎
０
８
２
‐
５
１
３
‐
２
７
３
０

０
８
２
‐
５
１
３
‐
２
７
３
０

▼ 「
消
費
者
の
つ
ど
い
２
０
１
０
」
の
ご
案
内

財　

政　

課�

☎
８
９-
３
３
２
０

　

平
成
23
年
度
及
び
平
成
24
年
度
に
町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
及
び
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
競
争
入
札
（
随
意
契
約
を
含
む
）

に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
業
者
の
方
は
、
次
の
期
間
内
に
入
札
参
加
資
格
審

査
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

○
窓
口
申
請　

県
内
業
者　
11
月
15
日
（
月
）
～
11
月
26
日
（
金
）
ま
で

　
　
　
　
　
　

県
外
業
者　
12
月
６
日
（
月
）
～
12
月
10
日
（
金
）
ま
で

○
電
子
申
請　

入
力
期
間　
11
月
１
日
（
月
）
～
11
月
19
日
（
金
）
ま
で

　
　
　
　
　
　

添
付
書
類
の
提
出
期
限　
11
月
26
日
（
金
）
必
着

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼ 

平
成
23
・
24
年
度　

建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

等
業
務
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
当
初
受
付
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
及
び

住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ

の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
納
め
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
平
成
22
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
保
険
料
を
納
め
た

方
に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
、

福　

祉　

課�

☎
８
９-

３
３
３
５

▼ 

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
子
ど
も
虐
待
『
見
す
ご
す
な　

幼
い
子
ど
も
の　

Ｓ
Ｏ
Ｓ
』

 

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す
。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課�
☎
８
９-

３
３
３
２

　
本
町
は
、過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法（
以

下
「
過
疎
法
」）
に
基
づ
く
過
疎
地
域
と
し
て
町

全
域
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
過
疎
法
に

基
づ
く「
神
石
高
原
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
」

（
以
下
「
過
疎
計
画
」）
に
よ
り
、
過
疎
対
策
事
業

を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
ど
、
過
疎
法
が
平
成
22
年
４
月
か
ら
平

成
28
年
３
月
ま
で
の
６
年
間
延
長
さ
れ
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
引
き
続
き
計
画
的
・
積
極
的
に
施
策
を

進
め
て
い
く
た
め
、
過
疎
債
の
ソ
フ
ト
事
業
へ
の

拡
充
を
行
う
等
、
概
算
事
業
費
１
７
３
億
円
の
新

た
な
過
疎
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

▼  

神
石
高
原
町
過
疎
地
域
自
立
促
進

計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　
法
務
局
・
地
方
法
務
局
及
び
都
道
府
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
は
、
男
女
差
別
や
Ｄ
Ｖ
な
ど
、
女

性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
を
把
握
し
援

助
す
る
専
用
電
話
相
談
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」
を
常
時
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

11
月
15
日
（
月
）
か
ら
21
日
（
日
）
ま
で
を
、

全
国
一
斉
強
化
週
間
と
し
、
こ
の
期
間
、
広
島
法

務
局
及
び
広
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
相

談
時
間
を
延
長
し
て
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

○
電
話
番
号　
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

○
相
談
時
間

・�

11
月
15
日
（
月
）
～
19
日
（
金
）
ま
で
は
、

�

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
ま
で

・�

11
月
20
日
（
土
）
及
び
21
日
（
日
）
は
、

�

午
前
10
時
～
午
後
５
時
ま
で

▼ 

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
に
つ
い
て

子
ど
も
へ
の
虐
待
と
は
…

　
親
や
親
に
代
わ
る
保
護
者
に
よ
っ
て
、
18
歳
未
満
の
子

ど
も
の
心
や
体
に
加
え
ら
れ
る
有
害
な
行
為
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
虐
待
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
４
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
り
、こ
れ
ら
が
重
複
し
て
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

虐
待
に
気
づ
く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら

�

子
ど
も
の
よ
う
す�

・
不
自
然
な
傷
が
あ
る

・
表
情
が
乏
し
い

・
家
に
帰
り
た
が
ら
な
い

・
食
事
に
対
し
て
異
常
な
執
着
を
示
す

・
他
児
に
対
し
て
乱
暴
で
あ
る

・
衣
服
や
身
体
が
非
常
に
汚
れ
て
い
る　

な
ど

�

親
の
よ
う
す�

・
子
ど
も
へ
の
態
度
や
言
葉
が
否
定
的
で
あ
る

・
地
域
の
中
で
孤
立
し
て
い
る

・�

子
ど
も
が
病
気
や
け
が
を
し
て
も
、
病
院
に
連
れ
て
い

か
な
い

・
子
ど
も
を
置
い
て
た
び
た
び
外
出
す
る　

な
ど

�

子
ど
も
た
ち
は
…�

　

�

虐
待
は
、
子
ど
も
た
ち
の
身
体
や
心
の
成
長
、
人

格
の
形
成
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
、
重
大
な
権

利
侵
害
で
す
。
ま
た
、
世
代
を
こ
え
て
虐
待
の
連

鎖
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

�

親
た
ち
は
…�

　

�

虐
待
す
る
親
の
背
景
に
は
様
々
な
要
因
や
ス
ト
レ
ス
、

葛
藤
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
苦
し
ん
で
い
て
も
助

け
を
求
め
ら
れ
ず
に
い
ま
す
。
親
を
非
難
す
る
だ
け

で
な
く
、
家
庭
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
町
で
は
、
地
域
の
み
な
さ
ん
や
関
係
機
関
が
連
携
し
子

ど
も
の
虐
待
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
に
、
神
石
高
原
町
子

育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

が
健
や
か
に
育
ち
、
ま
た
地
域
の
中
で
親
が
安
心
し
て
子

育
て
で
き
る
よ
う
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

●
気
に
な
る
場
合
の
連
絡
・
相
談
先

　
福
祉
課

　
☎
８
９
‐
３
３
３
５

●
児
童
虐
待
な
ど
の
相
談
機
関

　
東
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
４
‐
９
５
１
‐
２
３
４
０

●
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０
‐
０
６
４
‐
０
０
０

�

（
所
轄
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。）

○
身
体
的
虐
待

な
ぐ
る
、
け
る
、
溺
れ
さ
せ
る
、
タ
バ
コ
の
火
を
押
し

つ
け
る
、異
物
を
飲
ま
せ
る
、戸
外
に
締
め
出
す
な
ど
。

○
ネ
グ
レ
ク
ト
（
養
育
の
放
棄
・
怠
慢
）

家
に
閉
じ
込
め
る
、
病
気
や
け
が
で
も
病
院
に
連
れ
て

い
か
な
い
、
適
切
な
食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔

に
す
る
、
家
や
車
の
中
に
置
き
去
り
に
す
る
、
保
護
者

以
外
の
同
居
人
に
よ
る
虐
待
を
放
置
す
る
な
ど
。

○
性
的
虐
待

性
的
な
い
た
ず
ら
を
し
た
り
、
性
的
関
係
を
強
要
し
た

り
す
る
、児
童
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
な
ど
。

○
心
理
的
虐
待

言
葉
に
よ
る
お
ど
し
、
脅
迫
、
無
視
、
兄
弟
・
姉
妹
間

の
差
別
的
な
扱
い
を
す
る
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
配
偶

者
へ
の
暴
力
を
行
う
な
ど
。
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